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  【議題２】 

日本海・九州西広域漁業調整委員会委員の選出

について（協議） 

 

 

 





日本海・九州西広域漁業調整委員会委員の選出について 

 

１ 広域漁業調整委員会 

  我が国周辺水域における水産資源の管理を的確に行うために，広域的に分

布回遊する水産資源を対象とした資源管理に関する事項について，以下の協

議調整等を行う。 

 ⑴ 複数都道府県にまたがる海域を回遊する魚種の資源管理についての検討 

 ⑵ 資源回復計画の作成に係る審議 

⑶ 資源管理措置の適切な実施を担保するための「委員会指示」の発動 

 ⑷ ⑴に関連する漁業調整 

 

  なお，広域漁業調整委員会は，国の常設機関として，以下のとおり３つの

海域に区切って設置されている。 

  また，委員会の効率的な運営のため，資源の分布，利用等に応じ，関係委

員により構成される部会が設けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 日本海・九州西広域漁業調整委員会委員の構成 

  日本海・九州西広域漁業調整委員会は，都道府県互選委員（各県１人）と

農林水産大臣選任委員（漁業者代表，学識経験者）で構成されている。 

 

            都道府県互選委員（19 人） 

 

  委員会（29 人）                  漁業者代表（７人） 

 

                    農林水産大臣選任委員（10 人） 

 

                                                   学識経験者（３人） 

 

３ 本県互選委員（任期：令和３年 10 月１日から令和７年９月 30 日） 

  甲山博明委員（令和６年１月９日逝去） 

 

 

・ 太平洋広域漁業調整委員会（太平洋北部会，太平洋南部会） 

・ 瀬戸内海広域漁業調整委員会 

・ 日本海・九州西広域漁業調整委員会 

（日本海北部会，日本海西部会，九州西部会） 
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４ 協議事項 

  甲山博明委員の後任者を選出（１人） 

※ 任期：令和７年９月 30 日まで（甲山委員の残任期間） 

※ 都道府県互選委員は，海区漁業調整委員会の委員でなくなったときは，

その職を失う。 

 

５ 歴代本県互選委員 

Ｈ16.10～Ｈ17.９ 野村 義也 委員 県連合海区会長 

Ｈ17.10～Ｈ21.９ 同上 同上 

Ｈ21.10～Ｈ25.９ 同上 同上 

Ｈ25.10～Ｈ28.８ 同上 同上 

Ｈ28.９～Ｈ29.９ 甲山 博明 委員 同上 

Ｈ29.10～Ｒ３.９ 同上 同上 

Ｒ３.10～Ｒ６.１ 同上 同上 

 

【参考】関係法令等 

○ 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）【抜粋】 

（漁業調整委員会） 

第 134 条 漁業調整委員会は，海区漁業調整委員会，連合海区漁業調整委員会及び

広域漁業調整委員会とする。 

２ 海区漁業調整委員会は都道府県知事の監督に，連合海区漁業調整委員会はその

設置された海区を管轄する都道府県知事の監督に，広域漁業調整委員会は農林水

産大臣の監督に属する。 

（設置） 

第 152 条 太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を，日本海・九州西海域に日本海・

九州西広域漁業調整委員会を，瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置く。 

２ 前項の規定において「太平洋」，「日本海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは，

我が国の排他的経済水域，領海及び内水（内水面を除く。）のうち，それぞれ，太

平洋の海域，日本海及び九州の西側の海域又は瀬戸内海の海域（これらに隣接す

る海域を含む。）で政令で定めるものをいう。 

（構成） 

第 153 条 広域漁業調整委員会は，委員をもつて組織する。 

３ 日本海・九州西広域漁業調整委員会の委員は，次に掲げる者をもつて充てる。 

一 日本海・九州西海域の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が道府

県ごとに互選した者各１人 

二 日本海・九州西海域の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が

選任した者７人 

三 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者３人 
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